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い
の
ち
と
健
康
に
ま
で
格
差
持
ち
込
み 

傷
病
休
職
で
グ
ル
ー
プ
間
に
１
年
も
の
差 

「
休
職
期
間
が
最
大
２
年
、
Ｓ
Ｇ
Ｃ
よ
り
１
年
も
短
い
の
は

納
得
で
き
な
い
」―

ソ
ニ
ー
労
組
に
は
各
地
の
グ
ル
ー
プ
会
社
か

ら
格
差
の
解
消
を
求
め
る
相
談
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。 

結
核
性
疾
病
以
外
の
疾
病
に
よ
る
休
職
で
は
、
Ｓ
Ｇ
Ｃ
が
勤

続
10
年
以
上
で
36
カ
月
に
対
し
、
Ｓ
Ｐ
Ｐ
Ｓ
な
ど
は
同
じ
勤
続

10
年
以
上
で
24
カ
月
と
１
年
も
短
く
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
同

じ
人
間
で
す
。
休
職
期
間
に
格
差
が
あ
る
の
は
、
人
権
に
も
関

わ
る
問
題
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

派
遣
社
員
の
正
規
登
用
促
進
を 

中
途
入
社
で
も
単
身
赴
任
適
用
拡
大
を 

低
賃
金
・
不
安
定
雇
用
の
非
正
規
が
全
労
働
者
の
４
割
を
占

め
、
賃
金
が
上
が
ら
な
い
日
本
の
大
き
な
要
因
に
な
っ
て
い
ま

す
。
と
り
わ
け
は
派
遣
社
員
の
正
規
登
用
は
、
リ
ー
マ
ン
・
シ

ョ
ッ
ク
以
降
、
大
き
な
社
会
的
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

い
ま
だ
に
ソ
ニ
ー
の
製
造
会
社
で
は
派
遣
社
員
が
雇
用
の
調

整
弁
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
正
規
登
用
を
促
進
し
、
社
会
的
責
任

を
果
た
す
べ
き
で
す
。
ま
た
、
単
身
赴
任
状
態
で
正
規
登
用
さ

れ
た
場
合
、
本
人
と
家
族
の
暮
ら
し
を
支
え
る
た
め
に
ソ
ニ
ー

の
単
身
赴
任
を
適
用
す
る
こ
と
を
強
く
要
求
し
ま
す
。 

誰
も
が
人
間
ら
し
く
働
け
る
ソ
ニ
ー
へ 

ソ
ニ
ー
は
グ
ル
ー
プ
行
動
規
範
に
『
誠
実
で
倫
理
的
な
事
業

活
動
』
な
ど
を
明
記
し
、
人
権
尊
重
、
多
様
性
の
尊
重
を
強
調

し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
ソ
ニ
ー
労
組
に
は
各
地
の
グ
ル
ー

プ
会
社
か
ら
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
過
重
労
働
、
差
別
・
不
平
等

な
ど
深
刻
な
労
働
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

企
業
に
人
権
尊
重
を
求
め
る
国
連
の
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」

に
大
き
な
注
目
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
子
会
社
・
関
連
会
社
も

含
め
て
労
働
者
の
権
利
と
生
活
の
向
上
も
中
心
課
題
で
す
。 

Ｓ
Ｇ
Ｃ
に
は
グ
ル
ー
プ
本
社
と
し
て
、
グ
ル
ー
プ
各
社
に
責

任
を
負
っ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
、
誰
も
が
人
間
と
し
て
大
切
に

さ
れ
る
ソ
ニ
ー
に
す
る
た
め
に
、
お
か
し
な
こ
と
、
納
得
い
か

な
い
こ
と
に
一
緒
に
声
を
あ
げ
て
行
き
ま
し
ょ
う
。 

物
価
高
騰
に
賃
金
が
追
い
付
か
ず
実
質
賃
金
は
連
続
の
マ
イ
ナ
ス
、
日
本
経
済
の
低
迷
が
続
い
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
中
、

労
働
条
件
や
福
利
厚
生
、
冬
季
一
時
金
な
ど
を
め
ぐ
り
秋
闘
の
取
り
組
み
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
ソ
ニ
ー
労
組
は
10
月
19
日
に
第

３
８
２
回
中
央
委
員
会
を
開
い
て
23
年
秋
闘
要
求
を
決
定
し
、
24
日
に
ソ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
㈱
（
Ｓ
Ｇ
Ｃ
）
に
対
し
て
要
求
書
を
提

出
し
て
団
体
交
渉
を
申
し
入
れ
ま
し
た
。 

春
闘
の
課
題
や
各
地
の
グ
ル
ー
プ
会
社
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
労
働
相
談
か
ら
、
多
様
化
重
視
の
労
働
条
件
、
格
差
の
是
正
、
高
年

齢
者
を
含
め
た
雇
用
の
安
定
、
安
全
衛
生
と
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
な
ど
60
項
目
に
わ
た
る
要
求
を
行
い
ま
し
た
。
国
連
の
「
ビ
ジ
ネ

ス
と
人
権
」
に
基
づ
き
、
ソ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
全
体
の
労
働
改
善
を
目
指
し
ま
す
。 

２０２３年秋闘要求（抜粋） 
◇労働時間の短縮に関する要求 

・時間外労働時間は一人月 65時間を限度とし、年間 200時間以下にす

ること。 

・終業時刻から次の始業時刻までの間に最低連続 11時間の休憩を与える、

勤務間インターバル規制を設けること。 

・年次有給休暇について、ソニーグループ㈱より下回っているグループ

会社は、ソニーグループ㈱と統一すること。 

◇定年に関する要求 

・改正高年齢者雇用安定法に従い、定年制を廃止すること。 

◇再雇用制度に関する要求 

・定年制が廃止されるまでは希望者全員 65歳以上継続雇用とすること。 

・再雇用前と同じ仕事とみなされる再雇用者については定年前と同じ賃金

に是正すること。違いがあるとみなされる再雇用者についても、違いに

応じた均等待遇に引き上げること。 

・健康状況や加齢に伴う個人差、本人の希望を尊重し、フルタイム勤務か

短時間勤務（週 4日以下の勤務含む）を選択できるようにすること。 

◇有期社員の労働条件に関する要求 

・派遣社員については、派遣先会社への正規登用の仕組みをつくること。 

少なくとも３年を超える場合は派遣先で直接雇用すること。 

・派遣社員を正社員に採用した場合、派遣契約の際に単身赴任手当の適用

基準を満たす社員については、採用の段階から単身赴任手当及び帰省費

を支給すること。 

◇雇用の安定ならびに生活水準の改善に関する要求 

・傷病休職の期間について、SGCより下回っているグループ会社は、SGC

の水準に引上げ、グループで統一すること。 

◇職場配属に関する要求 

・本人の意に反し、本人の経験や専門性にも反し、本人が働く尊厳の侵害

と感じる単純労働や応援業務を主として行う職場への出向や異動は行

わないこと。このような職場は廃止すること。 

◇出向・転勤に関する要求 

・単身赴任手当について、中途採用者についても、子どもの転校や家族の

介護など単身赴任の適用基準を持たす場合は、採用の段階から単身赴任

手当を支給すること。 

◇障がい者の雇用の安定と労働条件の改善に関する要求 

・「ソニーとしての合理的配慮」の周知を徹底し、職場に当該する障がい

者に対する理解と配慮を徹底する仕組みとルールを整備すること。 

◇安全衛生とメンタルヘルスケアの推進に関する要求 

・人権デューデリジェンスに基づいてソニーグループ内の人権リスクを

調査・特定し、分析及び評価の結果等を明らかにすること。 

 

ソニー労働組合には SSMM、SPPS、NSF-E などソニー国内関連会社、デクセリアルズで働く労働者（正社員、再雇用・有期社員、統括を除く管理職の方）も加入できます。 
是非、ご意見・ご要望・ご相談をお寄せください。E-mail：soudan-sendai@sonyunioninfo.com （随時）【ソニー労組仙台支部ブログ】https://blog.goo.ne.jp/sonyrouso-sendai 

  


